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議  事  件  名  会  議  の  経  過  及  び  結  果 

 

審議案件 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 

（３）平成３１年度戸田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画（案）について 

（４）平成３１年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算（案）について 

（５）赤字削減・解消計画について 

 

その他 
   （１）戸田市立市民医療センター運営委員会委員の選出について 
   （２）国民健康保険税に関する情報について 
 

 

事 務 局 

 

 

 

福 祉 部 長 

 

 

 

事 務 局 

 

各 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

 

司会及び開会のあいさつ 

 

任期最初の協議会のため、福祉部長より委嘱状の交付がある旨を説明 

 

委嘱状の交付 

 

（吉野福祉部長あいさつ） 

 

資料確認、委員紹介 

 

  自己紹介 

 

  事務局紹介 

 

  出欠状況報告（１５名中１１名出席） 

 

○戸田市国民健康保険に関する規則第４条第４項の規定に基づき会議に必

要な定足数に足りているため会議が有効である旨を報告 

 

戸田市国民健康保険の現状と課題について、資料を基に事務局より説明 

 

会長及び副会長の選出まで、福祉部長が議事進行を務める旨を説明 

 

案件（１）会長及び副会長の選出についてお諮りします。会長につきまし 

ても、会長不在時における職務代行者となる副会長につきましても、国民健 

康保険法施行令第５条の規定に基づき、公益代表委員の中から選出すること 

とされております。公益代表委員に欠席もあり、事前に公益委員の皆様方に 

調整を行わせていただきましたところ、会長については、齊藤委員、副会長 

については、社会福祉協議会から来ていただいている榎本委員を推薦すると 

いうことでお話をいただいております。まず会長として、齊藤委員のご推薦 

をいただいておりますが、皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 
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福 祉 部 長 

 

 

齊 藤 委 員 

 

福 祉 部 長 

 

 

委   員 

 

福 祉 部 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会   長 

 

では異議なしということで、齊藤委員、皆様からのご推挙でございますの 

で、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

お引き受けいたします。 

 

続いて、副会長については、榎本委員のご推薦をいただいておりますが、 

皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ではご異議なしということで、榎本委員については本日欠席されておりま 

すが、皆様からのご推挙ということで、副会長に決定いたします。それでは、 

会長及び副会長が決定しましたので、齊藤委員につきましては、会長席へご 

移動いただくとともに、私の進行役の任を解かせていただきます。ご協力あ 

りがとうございました。 

 

それでは、会長が決定しましたので、会長より就任のご挨拶を一言いただ 

きたいと思います。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございます。では、議長につきまして、戸田市国民健康保険に 

関する規則第４条第１項の規定により、会長が議長となりますことから齊藤 

会長に議長をお願いいたします。 

それでは、齊藤会長より議事の進行の程、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、規則の定めによりまして、議長を務めさせていただきます。 

皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

まず、議事録署名委員について、ご指名をさせていただきます。 

 川原委員、染川委員にお願いいたします。 

 

  それでは、案件（２）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算 

（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

 【案件（２）資料に基づき説明を行う。】 

 

  ありがとうございました。事務局からの説明内容につきまして、ご意見等 

ございますか。 

 

  特別交付金の内訳に保険者努力支援制度によるものが含まれているのでし 

ょうか。 

 

特別交付金の全体額が１億３千６百万円ほどで、その内、努力支援制度に 

よる額は、１，６９０万円ほどでございます。他にも別枠で努力支援制度の 

交付金がございます。 

 

県全体で、１億３千６百万円ということですか。 
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事 務 局 

 

 

 

委   員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 市が特別交付金という枠で県から交付されている額が、１億３千６百万円 

ほどありまして、その内訳として、努力支援制度による額が、１，６９０万 

円ということでございます。 

 

  これは、県内でも平均的な数字、割合なのでしょうか。 

 

 県内の中での順位付けになりますと、若干下のほうになっております。 

その理由としては、保険者の規模が加味される仕組みになっておりまして、 

規模の小さい自治体を支援、評価しようというのがあります。その結果、規 

模の小さい自治体が高い順位になっております。 

 

戸田市の運用的にはしっかりと実施しているほうの自治体だと思うのです 

が、結果として、点数とかそういった部分になると若干平均より下のほうに 

なっています。 

 

  ありがとうございました。他にご意見等ございますか。 

 

  特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ 

んか。 

 

  （異議なし） 

 

  無いようですので、本案につきましては、原案のとおり承認とさせていた 

だきます。 

 

続いて、（３）平成３１年度戸田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画 

（案）について、事務局より説明をお願いします。 

 

【案件（３）資料に基づき説明を行う。】 

 

ありがとうございました。事務局からの説明内容につきまして、ご意見等 

ございますか。 

 

 特定健診については、協会健保でも、受診率が低いのですが、何か要因を 

掴んでいますか。 

 

受診率は高齢者が高く、現役世代の４０代、５０代は低くなっています。 

電話勧奨を行っており、日中は忙しいといった声をいただくことが多いです。 

また、地域によって、病院が遠方にあると、受診を面倒に思われることもあ 

るのかなと思われます。なお、日曜日に受診できる病院が２か所あり、平成 

３０年度には５日間、日曜健診を行い、受診率向上に努めています。 

 

どの市町村も特定健診については頭の痛いところだと思います。４０代、 

５０代の人で、自分はメタボ系だなと自覚のある人は、健診で指摘があると 

思い、なおさら足が向かないといった事があるのだと思います。 

 

特定健診の地区毎の受診率が資料にありますが、地区毎や個別のアプロー 

チについて、何かお考えがあるのでしょうか。 
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事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

委   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

特定健診の周知の方法といたしましては、６月に目立つ大きな封筒で対象 

 者に送付しておりまして、続いて、電話勧奨を行っております。その後、ハ 

ガキにて案内を送付していますが、その際に４０代の方に絞ったり、地区を 

絞ったりしてピンポイントに送付しております。 

 

ありがとうございます。他にご意見等ございますか。 

 

現在、長寿介護課で推進している、ＴＯＤＡ元気体操という、介護予防体 

操ともいうものがあります。これは、重りを手足に付けて誰でも簡単に行え 

る体操です。この体操は、健康寿命を延ばそうということで科学的に開発さ 

れた体操です。私も指導者になっていまして、毎週木曜日に行っているので 

すが、高齢の方、上は９５歳位の方もいらっしゃいます。町会の事業として 

行っていますが、年々参加者も増え、実施している会場も増えていますが、 

まだまだ浸透していない状況です。ただ、指導をしていまして、かなり効果 

があると実感しています。やはり健康寿命を延ばすというのが一番だと思い 

ますし、せっかく戸田市で推進している体操ですので、事業計画の中にそれ 

と連携するような仕組みがあると良いのかなといつも思っています。 

 

戸田市は健康増進計画を策定していると思いますから、その中に入ってい 

 るのではないでしょうか。 

 

今回、事業計画に具体的に明記しておりませんが、データヘルス計画の中 

で、地域包括ケアシステムに参画していくこと及び介護とも連携していくこ 

とを明記してあります。実際、色々な会議に参加しており、ＴＯＤＡ元気体 

操の話も伺っておりますので、介護との連携は徐々に進めていければと思い 

ます。 

 

上戸田にあいパルという施設ができましたが、そこは、保険年金課も関与 

しているのですか。 

 

あいパルは戸田市の施設です。そこを指定管理という手法で、民間の事業 

者に運営を委任しており、多世代年齢関係なく集まっていただくコンセプト 

の中、様々な講座やお祭りを行っています。 

 

私は、あいパルにほぼ毎日行っていますが、あの種の施設が色んなところ 

にできると効果があると思われます。朝９時頃から体操等もやっていますし、 

そこには高齢者中心に２０、３０人が集まってやっています。あいパルのよ 

うな施設に積極的に、ＴＯＤＡ元気体操のようなものを行ってもらうように 

すれば対策になると思います。それから、資料に年齢別の特定健診の受診率 

が記載されていましたが、確かに高齢者から比べれば若年層は低いことが見 

られます。もし、対策に結び付けるのだとしたら、受診率が低いところにポ 

イントを置くのではなく、医療費がよりかかる高齢者の受診率を上げるよう 

な対策のほうが、むしろ対策としては効率的だと思います。細かいデータを 

分析していないので分からないですが、そんなことも考えられたらよろしい 

のではないでしょうか。 

 

特定健診の受診率のポイントを何処に置くのかということについて、資料 

 ４ページの図表１で平成２５年度から２６年度にかけて受診率が増加してい 

 ますが、これは、２６年度に電話勧奨を始めまして、反響があり受診率が上 
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会   長 

 

 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がったものです。ここ最近は横ばいになっておりますが、意識が高い高齢者 

である方は、ある程度掘り起こし済みであると考えられることから、まだ、 

未着手だった若い世代に対し重点的に対策をしていくということを考えてい 

ます。 

 

ありがとうございます。他にご意見等ございますか。 

 

特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ 

んか。 

 

  （異議なし） 

 

  無いようですので、本案につきましては、原案のとおり承認とさせていた 

だきます。 

 

続いて、（４）平成３１年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算（案）に 

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

【案件（４）資料に基づき説明を行う。】 

 

ありがとうございました。事務局からの説明内容につきまして、ご意見等 

ございますか。 

 

 予算の中で、一般会計の借入金が少なくなっているというところですが、 

この後の赤字削減・解消計画というところとはまた違うのですか。 

 

そちらは、次の案件の赤字削減・解消計画と関連があります。赤字の部分 

となる、その他一般会計の借入金が減少してきているというのは、戸田市と 

して良い傾向にありますが、今後、段階的に更に減らしていく必要がありま 

すので、次の赤字削減・解消計画の説明時に詳細に説明させていただきます。 

 

  冒頭でも話があったのですが、税の収納について、資料に埼玉県の平均よ 

りも収納率が低いと記載されていたと思います。低所得の方が多い中で厳し 

いとは思いますが、やはり、税収入がないと、どっかから借入しなくてはな 

らなくなると思いますので、収納対策はどのような形で進めておりますでし 

ょうか。 

 

収納推進課でございます。課税された税金は、納付いただかなくてはなら 

ないのですが、中々自主納付されない方に対しては、差し押さえ等の強制徴 

収を行っております。法令では、納期限を過ぎて２０日を目途に督促状を通 

知し、完納しなければ差し押さえをしなければならないと定まっています。 

しかし、実際にはそれほど迅速には差し押さえはできないものです。 

 

また、国保税だけを徴収しているのではなく、市税も合わせて徴収してい 

ますので、差し押さえしたものを国保税だけに充てるということはできず、 

納期の古いものから順に充てることになります。 

 

それから、今年度も給与をはじめとして６００件以上の差し押さえを行っ 

ておりますが、その何倍の数の調査をしております。そこで、調査をしても 
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委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

差し押さえるだけの収入がないという場合がございます。具体的には、例え 

ば給与の差し押さえをする場合については、２０万円の収入がある方から、 

その全額を差し押さえてしまいますと、その方は生活できませんので、本人 

分として１０万円、扶養している家族がいれば１人当たり４万５千円の人数 

分などの差し押さえ禁止額がありますので、それなりの収入がある方でも、 

差し押さえ金額がでないということも、多々ございます。 

 

そういった方については、個別に折衝して可能な金額を分納していただく 

等の対応を行っています。課としても納付していただかなければならない部 

分はしっかりと徴収していくとの認識でございますので、その中で努力して 

いるところです。 

 

補足ですが、強制的に差し押さえ等で徴収する一方で、財産調査等を行い、 

滞納金額に対して、完納することが不可能であることが明らかな滞納者に対 

しては執行停止といった、差し押さえ等をしない対応をしており、今年度に 

ついては、取り組みを進めているところでございます。 

 

滞納している税金が執行停止になりますと、通常、時効になるまで５年の 

期間を要するところ、期間が縮まりまして、３年で時効になり、不能欠損と 

なります。そういった形で、滞納の分母が減ってくると、本来財産があるに 

もかかわらず、なかなか納付されない方たちに対し徴収事務を注力できるこ 

とになります。 

 

そういった形で納付していただかなければならないところからしっかりと 

徴収し、明らかに納付できないことが明白な案件については、執行停止にす 

るといった形をとっております。 

 

資料２０ページの不能欠損については、執行停止により３年で不能欠損に 

なっている方が大多数ということでよろしいですか。 

 

 不能欠損については、５年で時効を迎えるもの、それから、執行停止によ 

り３年で不能欠損になるもの等が入っております。 

 

ありがとうございます。他にご意見等ございますか。 

 

特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ 

んか。 

 

  （異議なし） 

 

  無いようですので、本案につきましては、原案のとおり承認とさせていた 

だきます。 

 

続いて、（５）赤字削減・解消計画について、事務局より説明をお願いしま 

 す。 

 

【案件（５）資料に基づき説明を行う。】 

 

ありがとうございました。事務局からの説明内容につきまして、ご意見等 
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委   員 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

ございますか。 

 

計画の中で、法定外繰入金を全て解消するといった事ではないのですね。 

 

はい。そのとおりです。 

 

 他にご意見等ございませんか。 

 

協会健保においても、健康づくりの推進をしていますが、行政、各保険者 

等の色んなとこで連携しながら、健康づくりを進めていきたいと思っており 

ます。 

 

他にご意見等ございますか。 

 

特にご意見等なければ原案のとおり承認いただくことにご異議ございませ 

んか。 

 

  （異議なし） 

 

  無いようですので、本案につきましては、原案のとおり承認とさせていた 

だきます。 

 

続いて、その他の案件について事務局より何かございますでしょうか。 

 

それでは、事務局より２件ございます。 

 

１件目【戸田市立市民医療センター運営委員会委員の選出について、事務 

局から根本委員を推薦させていただきたい旨説明】 

 

事務局からの推薦について、事前に根本委員には承諾をいただいております 

が、根本委員の推薦についてご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、戸田市立市民医療センター運営委員会委員について、根本委員を 

推薦することで承認とさせていただきます。 

 

では、２件目について、事務局より説明をお願いします。 

 

【国民健康保険税の情報につい説明】 

 

ありがとうございました。事務局からの説明内容につきまして、ご意見等 

ございますか。 

特にご意見等なければ以上をもちまして本日の審議案件は全て終了となり 

ます。議事進行を事務局にお返しします。 

 

  閉会のあいさつ 
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戸田市国民健康保険運営協議会 
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日 時 平成３１年２月１９日（火）午後２時～ 


場 所 市役所７階 第５委員会室 


 
 


１．開 会 
 


２．委嘱状交付 
 


３．部長あいさつ 
 


４．委員紹介 
 
５．案件審議 
（１）会長及び副会長の選出について 


（２）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 


（３）平成３１年度戸田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画（案）について 


（４）平成３１年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算（案）について 


（５）赤字削減・解消計画について 
 
６．その他 
 
７．閉 会 


 








戸田市国民健康保険の現状


国民健康保険運営協議会説明資料
平成３１年２月


戸田市福祉部保険年金課
戸田市けんこう大使 toco







（１）国民皆保険


【１ 国民健康保険の概要】


国民健康保険法第６条に適用除外として列挙されている各種健康保
険（社保等）に加入していない者は、市町村の国民健康保険に加入する
こととなり、これにより、必ず１つの保険に加入することとなる。


０歳～ ～７４歳 ７５歳～


組合健保、協会けんぽ、共済組合、国保組合


市町村国民健康保険


後期高齢者
医療保険







（２）国保財政運営の都道府県化


【１ 国民健康保険の概要】


平成３０年度より、国保の財政運営が都道府県化された。各市町村は、
国保事業費納付金を県に納付し、一方で、かかった医療費に応じて県
から普通交付金を受けることができ、この交付金を原資に医療機関等
へ医療費のうち保険者負担分を支出する仕組みとなった。







（３）主な給付サービス（現物給付）


【１ 国民健康保険の概要】


医療機関受診時に被保険者証を提示することにより、医療費の３割
（未就学児２割、７０歳以上は所得に応じて２～３割）を自己負担するこ
とで受診できる。残りの７割は、国保が負担することで、被保険者の医
療の確保を図る。これを「療養の給付」という。


医療費総額が１万円で、病院支払３千円、高額療養費該当なしの場合


自己負担額
（３千円）


保険者負担分
（７千円）


０円 ３千円 １万円







（４）その他の給付サービス（その１）


【１ 国民健康保険の概要】


①高額療養費・・・自己負担額には、世帯所得に応じて世帯単位で月ご
との限度額が設定されており、後日（病院への支払い完了後。また、レ
セプト点検・集計後）に申請することで、超過分については後で国保より
給付される。なお、事前に限度額適用認定証の交付を受けることで、病
院窓口での支払いが限度額までとなる制度もある。


医療費総額が３０万円で、病院支払９万円、高額療養費該当あり（自己負担限度額５７６００円）の場合


０円 ９万円 ３０万円


自己負担額
（５７６００円）


高額
療養費


（３２４００
円）


保険者負担分
（２１万円）







（４）その他の給付サービス（その２）


【１ 国民健康保険の概要】


②療養費・・・やむをえない理由で保険証が提示できず１０割負担となった際や、医師
の指示によって補装具を作成したりマッサージ等を受けたりした際や、打撲・ねんざ等
で柔道整復師にかかった際に、申請することで、自己負担割合に応じて給付される。


③出産育児一時金・・・被保険者が出産した場合、子１人につき４２万円を給付（産科
医療補償制度未加入分娩機関の場合や海外出産の場合は４０．４万円）。


④葬祭費・・・被保険者が死亡した場合、葬儀を行った喪主に対して５万円を給付。


⑤人間ドック検診費用補助・・・３５歳以上で滞納がない人が、指定の６医療機関で、人
間ドックを受ける場合、事前申請により、費用のうち２５，０００円を、１年度に１回補助
するもの。


⑥脳ドック検診費用補助・・・ ４０歳以上で滞納がない人が、脳ドックを受ける場合、事
前申請により、費用のうち７割（上限５万円）を、３年度に１回補助するもの。







（５）保健事業


【１ 国民健康保険の概要】


国民健康保険法第８２条の規定に基づき、保険者は保健事業を行うよ
う努めることとなっている。


①戸田市国民健康保険特定健康診査等実施計画
「高齢者の医療の確保に関する法律第１８条～３１条」に基づき策定されている。


・特定健康診査（当該年度に４０歳以上である被保険者が対象）
・特定保健指導（特定健康診査の結果、国基準に基づき対象者を抽出）


②戸田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）
「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき策定されており、以下の


事業を実施している。
・特定健康診査受診勧奨事業（Ｈ２６より実施。電話勧奨は委託）
・診療情報提供事業（Ｈ２８より実施。県医師会との委託契約）
・特定健康診査異常値放置者受診勧奨事業（Ｈ２７より実施。県の共同事業に参画して実施）
・生活習慣病治療中断者受診勧奨事業（Ｈ２７より実施。県の共同事業に参画して実施）
・糖尿病性腎症重症化予防事業（Ｈ２７から実施。県の共同事業に参画して実施）
・重複受診・頻回受診・重複服薬者保健指導事業（Ｈ２４より実施。指導は福祉保健センター）
・ジェネリック医薬品差額通知事業（Ｈ２５より実施。リスト作成を国保連委託）







（６）財源１ 国民健康保険税


①前年所得に応じて一人一人計算し、合算して世帯主に賦課される。


なお、合算に際して、医療分・後期支援金分・介護分それぞれに賦課限
度額が設定されている。


※世帯合算の際に区分ごとに以下の賦課限度額を適用（カッコ内は法定限度額）
医療分：５４万円（５８万円）、後期高齢者支援金分：１９万円（１９万円）、介護分：１６万円（１６万円）


【１ 国民健康保険の概要】


均等割額


税率
8.00%


税率
1.60%


税率
1.42%


所得割額


２０，０００円＋


前年所得
(前年所得－33万円）


× ＋ ９，５００円


前年所得
(前年所得－33万円）


×


＋ １２，５００円


世帯
合算


医療分


後期高齢者
支援金分


介護分


個人
税額


前年所得
(前年所得－33万円）


×







（７）財源２ 公費等


【１ 国民健康保険の概要】


②普通交付金・・・医療費のうち保険者負担分について、医療機関や被
保険者に支出した額の財源として、県から普通交付金が交付される。こ
の交付金の財源は、各市町村が県に納める国保事業費納付金である。


③他の保険者からの拠出金・・・前期高齢者（６５歳～７４歳）にかかる医
療費については、前期高齢者の加入率が低い保険者が費用拠出し、前
期高齢者がいる保険者に交付し、負担の均衡を図るもの。平成３０年度
からの国保広域化により、県において収入することとなり、市町村には
直接は交付されない。


④国や県からの交付金・・・前期高齢者以外の被保険者にかかる医療
費については、約５割を国や県が負担する制度設計となっている。平成
３０年度からの国保広域化により、県において収入することとなり、市町
村には直接は交付されない。







（１）加入者数


【２ 被保険者数等の状況】


被保険者数は年々減少し、直近では加入率は２０％を切った。これは、
現役世代において社会保険への加入が進んでいること、また、７５歳年
齢到達で後期高齢者医療保険へ移行加入することによる資格喪失者
が増えていることによる。


一方、本市の人口や世帯数は伸びていることから、市全体に占める被
保険数や世帯数の割合は、年々減少してきている。


資料１　被保険者数等の推移（年度末時点）
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30-12月


全世帯数 a 54,878 56,067 56,729 57,470 57,447 58,927 60,325 61,798 63,347 64,357 64,895
全人口 b 120,973 123,166 124,429 126,097 128,345 130,751 133,319 135,776 137,788 138,960 139,604


国保世帯数 c 19,307 19,617 19,762 19,675 19,691 19,819 19,728 19,387 18,882 18,310 18,023
国保加入世帯割合 c/a 35.18% 34.99% 34.84% 34.24% 34.28% 33.63% 32.70% 31.37% 29.81% 28.45% 27.77%
国保被保険者数 d 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427 27,697
国保加入割合 d/b 28.28% 28.01% 27.68% 27.16% 26.43% 25.68% 24.78% 23.46% 21.80% 20.46% 19.84%


※国保連データ、戸田市統計データ







（２）被保険者の年齢構成


【２ 被保険者数等の状況】


被保険者の年齢構成としては、未就学児については微減、小学生～３９歳は減少、介護


保険２号被保険者である４０歳～６４歳は横ばいないし微減、６５歳～６９歳は微増、７０歳
以上は増加傾向にある。このことから、ボリュームゾーンが徐々に高齢化してきており、医
療費が高額になりやすい前期高齢者の割合も、年々高まっている。


（水準）平成２９年度の県合計では、未就学児は2.69％、小学生～３９歳は23.26％、４０歳
～６４歳は31.48％、６５歳～７０歳は20.99％、７０歳以上は21.58％、前期高齢者（６５歳～
７４歳）は42.57％であり、県全体と比べると若い年齢構成となっている。


資料２　被保険者の年齢構成（各年度末時点）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427


人数 1,545 1,761 1,693 1,689 1,669 1,582 1,522 1,432 1,299 1,147
構成比率 4.52% 5.10% 4.92% 4.93% 4.92% 4.71% 4.61% 4.50% 4.32% 4.03%


人数 13,304 12,977 12,818 12,479 12,126 11,858 11,533 11,021 10,466 9,873
構成比率 38.89% 37.61% 37.22% 36.44% 35.74% 35.32% 34.91% 34.60% 34.84% 34.73%


人数 11,852 12,079 12,246 12,312 12,065 11,763 11,483 10,925 10,064 9,377
構成比率 34.65% 35.01% 35.56% 35.95% 35.56% 35.04% 34.76% 34.29% 33.50% 32.99%


人数 4,134 4,183 4,010 3,966 4,085 4,115 4,221 4,484 4,321 3,992
構成比率 12.09% 12.12% 11.64% 11.58% 12.04% 12.26% 12.78% 14.08% 14.39% 14.04%


人数 3,371 3,503 3,669 3,804 3,979 4,256 4,277 3,995 3,888 4,038
構成比率 9.85% 10.15% 10.65% 11.11% 11.73% 12.68% 12.95% 12.54% 12.94% 14.20%


人数 7,505 7,686 7,679 7,770 8,064 8,371 8,498 8,479 8,209 8,030
構成比率 21.94% 22.28% 22.30% 22.69% 23.77% 24.93% 25.72% 26.62% 27.33% 28.25%


※国保連データ


前期高齢者割合
（再掲）


７０歳以上


総数


未就学児


小学生～３９歳


６５歳～６９歳


４０歳～６４歳
（介護２号被保）







（３）被保険者の世帯構成・所得構成


【２ 被保険者数等の状況】


平成３０年度　国保世帯所得別集計表（医療分・全体分）


内訳 【戸田市国保の世帯構成】


１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人以上世帯 7割軽減 5割軽減 2割軽減 ◆１人世帯 12,886世帯、65.42％


未申告 3,027 15.37% 1,675 575 442 265 70 0 0 0 3,581 ◆２人世帯 4,284世帯、21.75％


所得無し 5,470 27.77% 4,658 583 160 54 15 4,411 231 193 635 ◆３人世帯 1,565世帯、7.95％


100 万円以下 4,554 23.12% 3,065 1,113 266 85 25 110 1,548 1,062 1,834 ◆４人世帯 720世帯、3.66％


200 万円以下 3,307 16.79% 2,085 849 229 102 42 9 20 266 3,012 ◆５人以上世帯 241世帯、1.22％


300 万円以下 1,586 8.05% 786 513 187 70 30 3 2 15 1,566 【戸田市国保の所得構成】


400 万円以下 629 3.19% 263 234 76 36 20 0 1 0 628
◆所得100万円以下


の世帯
   13,.051世帯、66.26％


500 万円以下 338 1.72% 119 121 61 29 8 0 0 1 337
◆所得100万円超


200万円以下の世帯
   3,307世帯、16.79％


600 万円以下 202 1.03% 67 75 35 20 5 1 0 0 194
◆所得200万円超


400万円以下の世帯
    2,215世帯、11.25％


700 万円以下 123 0.62% 39 48 21 12 3 0 0 0 36
◆所得400万円超の


世帯
    1,123世帯、 5.7％


800 万円以下 84 0.43% 20 32 18 8 6 0 0 0 0 【軽減対象世帯】


900 万円以下 55 0.28% 15 19 8 9 4 0 0 0 0
◆所得無し～100万


円以下の世帯
75.37％が軽減対象


1000 万円以下 54 0.27% 19 18 11 3 3 0 0 0 0
◆所得100万円超


200万円以下の世帯
8.92％が軽減対象


1000 万円以上 267 1.36% 75 104 51 27 10 0 0 0 0


合計 19,696 100.00% 12,886 4,284 1,565 720 241 4,534 1,802 1,537 11,823


構成比 65.42% 21.75% 7.94% 3.65% 1.21% 23.01% 9.14% 7.8% 41.84%


軽減なし


軽減対象世帯数


所得区分            世帯数 比率







（１）一人当たり医療費の水準


【３ 戸田市の医療費等】


平成２９年度の、前期高齢者での一人あたり医療費は約５４．５万円で
県内最高額である。


一方、全年齢での一人あたり医療費については、受診頻度のすくない
若年層が多いことから平均値を薄める効果があり、約２８．７万円で県
内最低水準である。


一人当たり医療費の推移（年度）
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９


戸田市額(円） 224,293 237,500 234,842 249,227 260,716 269,157 268,585 286,248 282,873 287,300
県平均額（円） 251,675 261,525 270,945 279,483 287,664 296,688 305,090 320,636 324,619 333,646


県内順位 70 63 64 63 63 63 63 63 63 62
戸田市額(円） 395,623 471,594 482,402 504,830 515,158 548,125 525,991 560,817 541,179 545,065
県平均額（円） 375,364 432,495 447,088 457,482 462,280 468,847 470,369 484,754 479,788 485,213


県内順位 14 5 3 2 1 1 1 1 1 1
※国保連資料より。療養諸費の費用総額を年度平均加入者数で除して求まる。


全体


前期
高齢者







（２）医療費の推移


【３ 戸田市の医療費等】


医療費総額は平成２７年度をピークに減少傾向にあるが、被保険者数
も減少していることから、一人当たりの医療費では増加している。


資料４　種別費用額の推移（療養費除く） 単位：千円
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９


被保険者数 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427
入院金額 2,745,135 2,964,157 2,795,941 3,038,642 3,235,498 3,264,625 3,179,260 3,333,565 2,993,645 2,888,148


入院外金額 2,696,490 2,832,524 2,898,508 2,966,282 3,048,636 3,133,907 3,134,897 3,206,902 3,165,058 3,047,411
歯科金額 662,860 679,800 683,490 711,387 729,377 734,909 720,286 704,496 670,125 624,851
調剤金額 1,379,861 1,445,713 1,484,288 1,613,336 1,627,365 1,715,613 1,703,819 1,809,190 1,750,363 1,616,828
全体金額 7,629,063 8,071,284 8,002,417 8,476,931 8,790,836 9,005,008 8,891,628 9,213,988 8,741,778 8,330,822


被保険者数 7,505 7,686 7,679 7,770 8,064 8,371 8,498 8,479 8,209 8,030
全体金額 2,876,575 3,548,608 3,607,105 3,849,472 4,029,027 4,473,272 4,397,480 4,740,502 4,527,178 4,428,713


※国保連データ（３－８）（３－２）


全体


前期
高齢者







（３）医療費の構成要因


【３ 戸田市の医療費等】


医療費を、被保険者数×受診頻度×受診単価の内訳でとらえてみる
と、被保険者が医療機関を受診する頻度の上昇と、受診した場合の単
価の上昇という医療費増加要因が、被保険者数の減少という医療費減
少要因を相殺しているという構図である。


 
 
 
↑やや減少      ↑減少傾向      ↑増加傾向      ↑増加傾向 


医療費総額 被保険者数 被保険者１人当たり


のレセプト発生頻度 
レセプト１件当たり


の平均金額 







（４）受診頻度の推移


【３ 戸田市の医療費等】


受診の頻度について、入院・外来・調剤ともに、被保険者百人あたりのレセプ
ト発生件数が上昇しており、受診頻度が高まっている。


これは、体調を崩すことが多い高齢者の割合が高まっていることや、医療機
関へのアクセスが良好な環境であることなどが要因と考えられる。


資料５　百人当たりレセプト発生頻度の推移（レセプト件数／被保険者数×１００）　※療養費除く
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９


被保険者数 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427
入院 16.6 16.6 16.0 16.4 16.6 16.9 16.4 17.3 17.4 17.3


入院外 651.2 648.0 644.6 654.9 669.4 685.0 691.7 719.3 744.2 744.7
歯科 143.2 146.1 150.4 156.7 162.7 168.1 173.6 176.6 181.6 180.2
調剤 370.6 373.5 388.2 408.1 426.9 440.4 450.8 469.9 491.7 495.4
全体 1,181.9 1,184.6 1,199.6 1,236.8 1,276.2 1,311.1 1,333.4 1,384.5 1,437.9 1,440.5


被保険者数 7,505 7,686 7,679 7,770 8,064 8,371 8,498 8,479 8,209 8,030
全体 1,877.2 2,072.8 2,098.5 2,157.6 2,159.7 2,173.3 2,207.9 2,266.1 2,337.2 2,332.7


※国保連データ（３－８）（３－２）


全体


前期
高齢者







（５）レセプト当たり単価の推移


【３ 戸田市の医療費等】


受診時の単価については、入院・外来・調剤ともに、レセプト当たりの金額が上昇傾
向にある（歯科は減少傾向）。これは、被保険者の疾病が重篤化している可能性や、
高度な機材や薬の使用が一般化してきていること、診療報酬改定による単価改定、薬
価下落の効果を相殺する高額な新薬の登場などが、複合的に影響しているものと考
えられる。２７年度は高額薬が登場したことなどから金額が突出しており、全体として
は歯科を除いて右肩上がりの推移である（ただし歯科は件数が増えている）。


資料６　レセプト当たりの金額の推移（費用額／レセプト件数）　※療養費除く 単位：円
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９


被保険者数 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427
入院金額 484,834 516,583 508,352 539,915 573,975 576,585 587,772 604,235 572,508 587,380


入院外金額 12,105 12,668 13,057 13,223 13,424 13,627 13,719 13,995 14,158 14,395
歯科金額 13,528 13,482 13,196 13,252 13,216 13,018 12,555 12,524 12,283 12,198
調剤金額 10,884 11,218 11,102 11,543 11,237 11,602 11,439 12,086 11,851 11,482
全体金額 18,871 19,747 19,371 20,011 20,304 20,456 20,185 20,889 20,239 20,344


被保険者数 7,505 7,686 7,679 7,770 8,064 8,371 8,498 8,479 8,209 8,030
全体金額 20,417 22,273 22,384 22,961 23,134 24,588 23,437 24,671 23,595 23,642


※国保連データ（３－８）（３－２）


全体


前期
高齢者







（１）データヘルス計
画での分析


【４ 疾病傾向】


被保険者の疾病は、
循環器系疾患（高血
圧）、内分泌栄養及び
代謝疾患（糖尿病）、新
生物（がん）といった生
活習慣病由来のものが
多い。


しかし、特に他の地域
に比べて突出して症例
が多いということではな
く、一般的傾向である。


また、特定健康診査
の質問票のデータから
は、飲酒や喫煙の頻度
と量が多い生活スタイ
ルであることがうかがえ
る。


100 感染症及び寄生虫症 177,592,410 14 7,575 13 24.00 13 23,445 13
200 新生物 1,007,847,490 2 8,843 11 28.02 11 113,971 3
300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 33,477,080 20 806 17 2.55 17 41,535 6
400 内分泌、栄養及び代謝疾患 402,508,840 7 22,117 4 70.09 4 18,199 15
500 精神及び行動の障害 493,739,740 5 12,523 9 39.68 9 39,427 7
600 神経系の疾患 248,290,630 12 7,034 15 22.29 15 35,299 10
700 眼及び付属器の疾患 213,406,700 13 17,731 6 56.19 6 12,036 18
800 耳及び乳様突起の疾患 45,970,020 19 3,053 16 9.67 16 15,057 16
900 循環器系の疾患 1,202,114,460 1 45,195 2 143.22 2 26,598 11


1000 呼吸器系の疾患 355,509,770 10 31,072 3 98.46 3 11,441 19
1100 消化器系の疾患（歯科については除く） 381,287,640 8 15,489 7 49.08 7 24,617 12
1200 皮膚及び皮下組織の疾患 101,274,060 15 15,074 8 47.77 8 6,718 20
1300 筋骨格系及び結合組織の疾患 418,461,210 6 21,386 5 67.77 5 19,567 14
1400 腎尿路生殖器系の疾患 534,081,350 4 7,069 14 22.40 14 75,553 4
1500 妊娠、分娩及び産じょく 46,816,080 18 743 18 2.35 18 63,010 5
1600 周産期に発生した病態 56,474,870 17 240 20 0.76 20 235,312 1
1700 先天奇形、変形及び染色体異常 69,399,670 16 553 19 1.75 19 125,497 2
1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 363,003,580 9 10,006 10 31.71 10 36,279 9
1900 損傷、中毒及びその他の外因の影響 287,110,610 11 7,824 12 24.79 12 36,696 8
2000 歯科 671,787,490 3 53,549 1 169.69 1 12,545 17
2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 0 21 0 21 0.00 21 0 21
2200 特殊目的コード 0 21 0 21 0.00 21 0 21
9900 分類外 0 21 0 21 0.00 21 0 21


合計 7,110,153,700 287,882 912.26 24,698


疾病（大分類） 医療費合計 順位 順位順位 順位
レセプト
当単価


レセプト
件数


１００人当
受診頻度







（１）歳出と歳入のかい離


【５ 財政状況】


被保険者数が現役世代を中心に減少しており、担税力は弱化している。賦課限度額の見直し


は行ってきているが、調定額が減少傾向にある。本市の傾向として、応能割の比重が高く応益
割の比重が低くなっている。


一方で、医療費は年々上昇している。その結果、歳出に見合った歳入が確保できておらず、国
保財政としては赤字が拡大する傾向にあり、一般会計からの繰入金による補填を行っている。
平成３０年度において７年ぶりの保険税改定を行ったことと、広域化により公費投入があったこ
とから、赤字幅は縮小見込みであるが、引き続き、県内最高水準の赤字が生じている。


（水準）一人当繰入額は県内１位の水準である（２３年度は５位。２４年度から県内１位）。


歳入決算額の推移 単位：千円
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２8 Ｈ２９


国保被保険者数 a 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427
歳入決算総額 b 10,642,462 10,772,260 10,620,395 11,031,231 12,033,312 12,813,832 12,784,523 14,548,047 14,685,866 14,734,464


保険税歳入決算額 c 3,113,622 3,120,702 3,004,894 2,932,428 2,895,964 2,978,308 2,843,008 2,794,373 2,682,876 2,512,740
予算に占める税の割合 c/b 29.26% 28.97% 28.29% 26.58% 24.07% 23.24% 22.24% 19.21% 18.27% 17.05%
１人当税額（予算） c/a 91.03 90.45 87.26 85.62 85.37 88.71 86.06 87.72 89.32 88.39
法定外繰入額 d 810,000 850,000 876,202 1,017,133 1,567,175 1,425,859 1,610,065 1,711,944 1,997,760 1,725,264


予算に占める繰入の割合 d/b 7.61% 7.89% 8.25% 9.22% 13.02% 11.13% 12.59% 11.77% 13.60% 11.71%
１人当繰入額 d/a 23.68 24.64 25.44 29.70 46.20 42.47 48.74 53.74 66.51 60.69


※決算時の補正後予算額。保険税収納額(c)には過年度分を含む。







（２）国民健康保険税の改定状況


【 ５ 財政状況】


医療分


種別 賦　課


年度 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額


平成7年度 6.7% 25% 6,600 8,000 〃 460,000


平成8年度 〃 〃 〃 〃 〃 490,000


平成9年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 介護納付金分


平成10年度 〃 〃 〃 〃 〃 500,000 賦　課 賦課限度額


平成11年度 7.2% 20% 9,000 10,000 〃 520,000 所得割 均等割 限度額 合計


平成12年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 0.9% 5,500 70,000 590,000


平成13年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成14年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成15年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成16年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成17年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 後期高齢者支援金等分 〃


平成18年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 賦　課 〃


平成19年度 7.6% 17% 14,000 13,000 〃 530,000 〃 〃 〃 所得割 均等割 限度額 600,000


平成20年度 〃 〃 〃 〃 〃 470,000 1.2% 11,500 90,000 0.35% 3,000 120,000 680,000


平成21年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成22年度 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成23年度 6.6% 廃止 18,000 廃止
ただし書き


２方式
500,000 〃 〃 100,000 1.35% 9,000 130,000 730,000


平成24年度 〃  - 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成25年度 〃  - 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成26年度 〃  - 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃


平成27年度 〃  - 〃 - 〃 510,000 〃 〃 120,000 〃 〃 140,000 770,000


平成28年度 〃  - 〃 - 〃 510,000 〃 〃 140,000 〃 〃 160,000 810,000


平成29年度 〃  - 〃 - 〃 520,000 〃 〃 160,000 〃 〃 170,000 850,000


平成30年度 8.0%  - 20,000 - 〃 540,000 1.42% 12,500 160,000 1.60% 9,500 190,000 890,000


税率


税率


税　　率 課税
方式







（３）保険税の収納状況


【５ 財政状況】


保険税の収納率については、現年度分については徐々に上昇してきてい
るが、まだ県内では低いレベルにある（県南地域の自治体は軒並み下位）。


なお、滞納繰越分については、現年度分の収納に重点を置くことにより、
滞納繰越分の調定額を減らすことができてきている。


（水準）県平均の収納率は、現年分が91.55％、滞繰分が21.41％、全体が
70.48％である。（現年度分は第６０位／６３市町村）


収納率等の推移 単位：千円
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９


a 34,206 34,503 34,436 34,250 33,924 33,574 33,036 31,857 30,038 28,427
調定額 b 3,340,483 3,338,052 3,147,896 3,125,712 3,084,868 3,084,023 2,991,625 2,936,431 2,827,455 2,639,896
収納額 c 2,734,601 2,751,905 2,619,222 2,636,539 2,657,007 2,626,883 2,572,744 2,568,187 2,493,356 2,334,568
収納率 c/b 81.86% 82.44% 83.21% 84.35% 86.13% 85.18% 86.00% 87.46% 88.18% 88.43%


不能欠損 d 0 549 1,008 1,263 582 0 0 0 0 22
未収額 e：b-c-d 605,882 585,598 527,666 487,910 427,279 457,140 418,881 368,244 334,099 305,306
調定額 f 2,110,434 2,124,917 2,107,905 2,155,654 2,153,441 2,091,905 2,036,908 1,873,143 1,650,091 1,363,832
収納額 g 403,436 360,941 317,140 309,111 292,396 249,536 304,476 289,483 285,785 229,738
収納率 g/f 19.12% 16.99% 15.05% 14.34% 13.58% 11.93% 14.95% 15.45% 17.32% 16.85%


不能欠損 h 158,774 213,973 139,482 156,773 177,393 238,422 255,016 280,040 307,153 97,347
未収額 i：f-g-h 1,548,224 1,550,003 1,651,283 1,689,770 1,683,652 1,603,947 1,477,416 1,303,620 1,057,153 1,036,747
調定額 j：b+f 5,450,917 5,462,969 5,255,801 5,281,366 5,238,309 5,175,928 5,028,533 4,809,574 4,477,546 4,003,728
収納額 k：c+g 3,138,037 3,112,846 2,936,362 2,945,650 2,949,403 2,876,419 2,877,220 2,857,670 2,779,141 2,564,306
収納率 k/j 57.57% 56.98% 55.87% 55.77% 56.30% 55.57% 57.22% 59.42% 62.07% 64.05%
未収額 e+i 2,154,106 2,135,601 2,178,949 2,177,680 2,110,931 2,061,087 1,896,297 1,671,864 1,391,252 1,342,053


※国保連データ（２－１４）


現年分


国保被保険者数


滞繰分


合計







（１）適正な受診頻度


【６ 課題への取り組み】


医療機関が身近にあることは市民の健康と安心に寄与していることか
ら、取組の方向性としては、被保険者の健康をよい状態での保持によっ
て適正な受診頻度となることを図っていきたい。


これについては、特定健康診査による健康状況の自己把握・自己管
理や、重複頻回受診者への保健指導といった、保健事業の実施が寄与
できるものと思われる。また、医療費通知により、被保険者のコスト意識
を高めて、不要不急の受診を抑制する効果も期待できる。







（２）受診時の単価の抑制


【６ 課題への取り組み】


医療技術や薬が高度化することは市民の健康と安心に寄与している
ことから、取組の方向性としては、被保険者の疾病の重症化を予防して
単価を抑制していきたい。


これについては、重症化の兆候のある被保険者へ保健指導、がん検
診の促進といった、保健事業の実施が寄与できるものと思われる。また、
ジェネリック医薬品の使用促進などで、調剤費の単価を下げる効果も期
待できる。







（３）保険税の公平な負担


【６ 課題への取り組み】


本市では、応益分（均等割額）が低いなど低所得者に配慮した保険税
としているが、納税意識低下の問題、資格得喪の流動率が高いことや、
滞納者は差し押さえる財産がない低所得者が多いことなどから、県南
地域に共通して収納率が低い。


今後、医療費の増加に伴い、保険税負担も連動せざるを得ないこと見
込まれることから、機会を捉えて納税の動機づけを図ることが重要であ
る。


また、保険税水準について、医療費の増加とかい離していることや、
国民健康保険の広域化に伴って赤字の解消を求められていることから、
段階的に見直しを行う必要がある。
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案件（２） 


平成３０年度 


戸田市国民健康保険特別会計補正予算(案)について 


平成３１年２月１９日 







　　　　　                                                           平成30年度　　戸田市国民健康保険特別会計3月補正予算(案)概要
　【歳　入】 　【歳　出】 （単位：円）


款 項　　　　　　　　　　　目 30年度3月補正後 30年度3月補正前 比　較 伸び率（%） 款 項　　　　　　　　　　　目 30年度3月補正後 30年度3月補正前 比　較 伸び率（%）


1 国民健康保険税 2,771,760,000 2,848,752,000 -76,992,000 -2.70 1 総　務　費 90,769,000 90,769,000 0 0.00


一般被保険者 2,760,579,000 2,820,042,000 -59,463,000 -2.11 　　　総務管理費 55,281,000 55,281,000 0 0.00


       現年度分 2,509,479,000 2,568,942,000 -59,463,000 -2.31 一般管理費 53,636,000 53,636,000 0 0.00


医療分 1,815,596,000 1,851,718,000 -36,122,000 -1.95 連合会負担金 1,645,000 1,645,000 0 0.00


後期高齢者支援分 488,372,000 501,935,000 -13,563,000 -2.70 　　　徴税費 34,253,000 34,253,000 0 0.00


介護分 205,511,000 215,289,000 -9,778,000 -4.54 　　　運営協議会費 1,235,000 1,235,000 0 0.00


　　　滞納繰越分 251,100,000 251,100,000 0 0.00 2 保険給付費 7,710,679,000 7,710,679,000 0 0.00


医療分 174,772,000 174,772,000 0 0.00 　　　療養諸費 6,724,145,000 6,724,145,000 0 0.00


後期高齢者支援分 52,117,000 52,117,000 0 0.00 一般被保険者療養給付費 6,579,242,000 6,579,242,000 0 0.00


介護分 24,211,000 24,211,000 0 0.00 退職被保険者等療養給付費 41,320,000 41,320,000 0 0.00


退職被保険者 11,181,000 28,710,000 -17,529,000 -61.06 一般被保険者療養費 86,064,000 86,064,000 0 0.00


　　　現年度分 9,370,000 26,899,000 -17,529,000 -65.17 退職被保険者等療養費 768,000 768,000 0 0.00


医療分 6,303,000 17,657,000 -11,354,000 -64.30 審査支払手数料 16,751,000 16,751,000 0 0.00


後期高齢者支援分 1,731,000 4,679,000 -2,948,000 -63.00 　　　高額療養費 879,804,000 879,804,000 0 0.00


介護分 1,336,000 4,563,000 -3,227,000 -70.72 一般被保険者高額療養費 868,705,000 868,705,000 0 0.00


　　　滞納繰越分 1,811,000 1,811,000 0 0.00 退職被保険者等高額療養費 10,099,000 10,099,000 0 0.00


医療分 1,137,000 1,137,000 0 0.00 一般被保険者高額介護合算療養費 900,000 900,000 0 0.00


後期高齢者支援分 396,000 396,000 0 0.00 退職被保険者等高額介護合算療養費 100,000 100,000 0 0.00


介護分 278,000 278,000 0 0.00 　　　移送費 200,000 200,000 0 0.00


2 使用料及び手数料 34,000 34,000 0 0.00 一般被保険者移送費 150,000 150,000 0 0.00


手数料 34,000 34,000 0 0.00 退職被保険者等移送費 50,000 50,000 0 0.00


3 国庫支出金 1,000 1,000 0 0.00 　　　出産育児諸費 98,330,000 98,330,000 0 0.00


療養給付費等負担金(過年度分) 1,000 1,000 0 0.00 出産育児一時金 98,280,000 98,280,000 0 0.00


4 療養給付費交付金 1,000 1,000 0 0.00 支払事務手数料 50,000 50,000 0 0.00


療養給付費交付金(過年度分) 1,000 1,000 0 0.00 　　　葬祭諸費 8,200,000 8,200,000 0 0.00


5 県支出金 7,740,422,000 7,740,422,000 0 0.00 葬祭費 8,200,000 8,200,000 0 0.00


　　　県負担金・補助金 7,740,421,000 7,740,421,000 0 0.00 3 国民健康保険事業費納付金 3,968,143,000 3,968,143,000 0 0.00


普通交付金 7,604,149,000 7,604,149,000 0 0.00 　　　医療給付分 2,684,426,000 2,684,426,000 0 0.00


特別交付金 136,272,000 136,272,000 0 0.00 一般被保険者医療給付費分 2,674,212,000 2,674,212,000 0 0.00


財政安定化基金支出金 1,000 1,000 0 0.00 退職被保険者等医療給付費分 10,214,000 10,214,000 0 0.00


財政安定化基金支出金 1,000 1,000 0 0.00 　　　後期高齢者支援金分 916,708,000 916,708,000 0 0.00


6 財産収入 46,000 30,000 16,000 53.33 一般被保険者後期高齢者支援金等分 913,270,000 913,270,000 0 0.00


財産運用収入 46,000 30,000 16,000 53.33 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 3,438,000 3,438,000 0 0.00


7 繰　入　金 685,335,000 1,419,623,000 -734,288,000 -51.72 　　　介護納付金分 367,009,000 367,009,000 0 0.00


　　　一般会計繰入金 685,334,000 1,419,622,000 -734,288,000 -51.72 4 保健事業費 196,922,000 196,922,000 0 0.00


保険基盤安定繰入金 360,266,000 301,489,000 58,777,000 19.50 特定健診等事業費 113,332,000 113,332,000 0 0.00


出産育児一時金繰入金 65,520,000 65,520,000 0 0.00 保健事業費 83,590,000 83,590,000 0 0.00


その他一般会計繰入金 259,548,000 1,052,613,000 -793,065,000 -75.34 5 基金積立金 46,000 30,000 16,000 53.33


　　　財政調整基金繰入金 1,000 1,000 0 0.00 基金積立金 46,000 30,000 16,000 53.33


8 繰　越　金 912,566,000 101,286,000 811,280,000 800.98 6 公債費 576,000 576,000 0 0.00


繰越金 912,566,000 101,286,000 811,280,000 800.98 公債費 576,000 576,000 0 0.00


9 諸　収　入 53,535,000 53,535,000 0 0.00 7 共同事業拠出金 3,000 3,000 0 0.00


延滞金及び過料 41,200,000 41,200,000 0 0.00 共同事業拠出金 3,000 3,000 0 0.00


市預金利子 10,000 10,000 0 0.00 8 諸支出金 195,562,000 195,562,000 0 0.00


貸付金元利収入（出産資金貸付金） 672,000 672,000 0 0.00 　　　　償還金及び還付加算金 195,562,000 195,562,000 0 0.00


　 雑　 　　入 11,653,000 11,653,000 0 0.00 一般被保険者保険税還付金 22,589,000 22,589,000 0 0.00


合　　　　　　　　　　   計 12,163,700,000 12,163,684,000 16,000 0.00 退職被保険者等保険税還付金 501,000 501,000 0 0.00
償還金※ 172,472,000 172,472,000 0 0.00


9 予備費 1,000,000 1,000,000 0 0.00
予備費 1,000,000 1,000,000 0 0.00


合　　　　　　　　　　   計 12,163,700,000 12,163,684,000 16,000 0.00
0
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○平成30年度国民健康保険特別会計補正予算（第3号）（案）の概要


（単位　：　千円）


款 項目 補正前 補正額 補正後 補正理由 款 項目 補正前 補正額 補正後 補正理由


　1　国民健康保険税 　5　基金積立金


1-1　一般被保険者国民
健康保険税 2,820,042 △ 59,463 2,760,579


1-1　財政調整基金積立金
30 16 46


1-2　退職被保険者等国
民健康保険税 28,710 △ 17,529 11,181


実績からの精査により補正


　6　財産収入


1-1　利子及び配当金
30 16 46


予算額を上回る運用益が見
込まれるため補正


　7　繰入金


1-1（節1） 保険基盤安定
繰入金 301,489 58,777 360,266


実績に基づき算定し、増額
分を補正


1-1（節3）その他一般会
計繰入金 1,052,613 △ 793,065 259,548


補正後歳入合計額が歳出合
計額を上回ったため補正


　8　繰越金


1-1 繰越金
101,286 811,280 912,566


前年度決算額に基づき補正


12,163,684 16 12,163,700 12,163,684 16 12,163,700


※補正前・補正後の合計欄は予算全体の合計金額です。


合計


歳　　　　入


合計


歳　　　　出


実績からの精査により補正
予算額を上回る運用益が見
込まれるため補正
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平成３１年度戸田市国民健康保険事業運営方針及び事業計画 


 


◎事業運営方針 


 


 国民健康保険制度は、国民皆保険制度のうち地域保険部分を担い、地域住民の医療を


確保し健康を保持増進するうえで、重要な役割を果たしています。近年、高齢化や医療


の高度化により、一人当たりの医療費が増加しています。そのため、被保険者数が減少


傾向にあるにもかかわらず、医療費は年を追うごとに増大しています。現在の本市の医


療費は、前期高齢者については県内でも 高水準であり、一方で、全年齢では年齢構成


が若いことで県内でも低い水準ですが、年齢構成は徐々に高齢化してきており、今後、


一人当たりの医療費が拡大していくことが見込まれています。 


 


 国民健康保険の財源については、低所得者や退職者の加入割合が高いことから、加入


者における保険税の担税力が弱いという構造的特徴があります。また、平成２９年度ま


では市の安独運営であり国保財政上補われるべき国からの交付金等においても、平均年


齢が若く、他自治体の国民健康保険に比べれば加入者の所得が高い本市においては、同


規模他自治体と同水準では交付金等が受けられないといった不利な要因もありました。


これら要因により、本市では慢性的に歳入不足が生じ、やむをえず一般会計から法定外


の繰り入れを行うなど、大変厳しい財政運営となっておりました。 


 


 そうした中、国民健康保険の財政基盤の強化を目的に、平成３０年度からの国民健康


保険の都道府県化（広域化）がなされ、各自治体は医療費水準や所得水準に応じて県に


納付金を納め、県は各自治体に医療費の支払いの原資となる交付金を交付する仕組みと


なりました。これにより、不測の医療費増があった場合も、県の交付金を原資とするこ


とができるため国保財政の安定化に寄与する一方、本市については、医療費水準や所得


水準が高いことから、県に納める納付金の割り当てについても他自治体に比べて多くな


るなど、本市の国保財政は引き続き厳しい状況となっております。 


 


 こうしたことから、医療費の増加など歳出要因と、被保険者の人数や所得などの歳入


要因という、両面の問題に向き合いながら、国民健康保険の財政運営を行っていく必要


があり、今年度の事業運営は、被保険者の医療を引き続き確保するため、歳出の抑制と


歳入の確保という両側面に配慮し、持続可能な国民健康保険運営を図ります。 


  


 歳出の抑制対策については、医療費において生活習慣病やそれらが重症化した疾病の


医療費が大きいことから、保健事業の促進に努めます。保健事業の柱としては、４０歳


以上７４歳までの被保険者を対象者とした特定健康診査・特定保健指導について積極的


に周知し、健診受診率及び指導実施率の向上を図ります。また、保健事業実施計画（デ


案件（３） 
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ータヘルス計画）に基づき、糖尿病性腎症重症化予防事業、重複・頻回受診者への保健


指導事業を実施し、被保険者の健康増進及び医療費抑制を推進します。また、引き続き、


資格の適用適正化やレセプト等の点検を強化するとともに、ジェネリック医薬品利用差


額通知等を実施することで、医療費の適正化に努めます。 


 


 歳入の確保については、平成３０年度において７年ぶりとなる保険税率・均等割額の


改正を実施したことから、その効果の検証や次の改定の方向性について検討を行います。 


また、法令に基づく国民健康保険税の適正な賦課に努めるとともに、相扶共済の保険で


あることの啓発による納税意識の向上、口座振替の推進や、納税相談の機会創出に努め、


税収の確保や被保険者間の公平性の確保を図っていきます。 


 


◎ 事業計画 


１ 受診時の利便性向上と負担適正化の取組 


 国において、今後、病院窓口でのオンラインでの資格確認など、病院受診における被


保険者の利便性や保険者の負担適正化を図る動きがあり、それに向けた土台づくりを進


めます。具体的には、保険証と高齢受給者証の一体化を平成３１年８月に行うため、シ


ステム改修や周知広報を行い、被保険者の利便性の向上を図ります。 


 


２ 医療費の抑制・適正化対策事業 


（１）特定健康診査・特定保健指導（これらの補足として診療情報提供事業） 


（２）医療費通知 


（３）レセプト（医科・調剤）点検及び資格点検 


（４）歯科レセプト・入院レセプト・柔道整復療養費支給申請書点検 


（５）ジェネリック医薬品利用差額通知 


（６）重複受診・頻回受診・重複服薬者に対する保健指導事業 


（７）糖尿病性腎症重症化予防事業 


（８）健診異常値放置者受診勧奨事業 


  （９）生活習慣病治療中断者受診勧奨事業 


 


３ 特定健康診査・特定保健指導の充実 


（１）現状・目標等 


（平成３１年度の目標）※第３期戸田市国民健康保険特定健康診査等実施計画による 


   項    目    特定健康診査    特定保健指導 


   対 象 者     １７，５２５人       １，２６４人 


 目標（受診率・実施率）          ５０％         ２５％ 


  実 施 期 間      ６月～１０月    ９月～翌年３月 


  実 施 場 所 蕨戸田市医師会加入医療機関 戸田市福祉保健センター 


  自 己 負 担 額     無 料     無 料 
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（２）受診率等の分析 


    別紙のとおり 


 


  （３）実施方法 


    平成３１年６月中旬～１０月末 蕨戸田市医師会加入医療機関にて特定健診開始 


 


４ 制度啓発の推進 


（１）「国保のしおり」の発行 


（２）「広報戸田市」「戸田市ＨＰ」による特定健診の周知、医療費の状況の周知 


（３）ジェネリック医薬品希望シールの配布 


（４）ロビー等でのイベント実施による保健事業のＰＲ 


 


【参考】 


・戸田市国民健康保険加入状況 


    年度 


区分 


平成２９年度 平成３０年度 平成３０年１２月 


年度当初実績 前年度比 年度当初実績 前年度比 年度当初見込 前年度比 


市世帯数   63,347 世帯 102.5％ 64,357 世帯 101.6％ 64,874 世帯 100.8％ 


市人口 137,788 人 101.5％ 138,960 人 100.9％ 139,616 人 100.5％ 


被


保


険


者 


世帯数 18,882 世帯 97.4％ 18,310 世帯 97.0％ 18,023 世帯 98.4％ 


被保険者 30,038 人 94.3％ 28,427 人 94.6％ 27,697  人 97.4％ 


内


訳 


一般 29,766 人 94.9％ 28,302 人 95.1％ 27,657  人 97.7％ 


退職     272 人 53.8％   125 人 46.0％    40  人 32.0％ 


 


・税率等推移 


  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 


医療分 


（Ｈ２３より


２方式） 


所 得 割 6.6％ 6.6％ 8.0％ 8.0％ 


均 等 割 18,000 円 18,000 円 20,000 円 20,000 円 


賦課限度額 510,000 円 520,000 円 540,000 円 580,000 円 


後期高齢者支


援金分 


（Ｈ２０～） 


所 得 割 1.35％ 1.35％ 1.60％ 1.60％ 


均 等 割 9,000 円 9,000 円 9,500 円 9,500 円 


賦課限度額 160,000 円 170,000 円 190,000 円 190,000 円 


介護納付金分


（Ｈ１２～） 


 


所 得 割 1.2％ 1.2％ 1.42％ 1.42％ 


均 等 割 11,500 円 11,500 円 12,500 円 12,500 円 


賦課限度額 140,000 円 160,000 円 160,000 円 160,000 円 
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（１）健診データの分析 


① 特定健康診査受診率 


 


 


 


 


 


 


【図表 1】特定健診受診率の推移 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


出典：法定報告 


 


② 年齢階級別・性別及び受診回数別特定健康診査の受診状況 


 


 


 


 


 


 


 


・特定健診の受診率は、市町村平均を上回っているものの、第２期戸田市特定健康診査等実施計


画の目標値（参考：平成２９年度の目標値６０％）には達していない。 


・平成２６年度から電話での受診勧奨（業者委託）を開始したことで、平成２６年度は前年度よ


り４.５ポイント上昇した。その後の伸び率は緩やかではあるものの、電話勧奨は一定の効果が


あると思われる。 


・平成２８年度は、生活習慣病等で医療機関に受診している人から特定健診に相当する検査デー


タを提供してもらう、診療情報提供事業を実施した。 


・平成２９年度の年齢階級別・性別の特定健診受診率は、女性や年齢の高い人で受診率が高い


傾向にある。特に男性の若い世代では、受診率は３割に満たない状況にある。また、女性と


男性で比較すると、女性の方がどの年齢も高くなっており、５０歳～６４歳では１０ポイン


ト以上の差がある。 


・年齢階級別に受診状況をみると、年齢が高くなるにつれて、４年連続して受診している傾向


があり、６０歳代では約３割、７０歳～７４歳では約４割が４年間欠かさず受診している。 


・４０歳代及び５０歳代では、４年連続受診者は１～２割程度いるものの、半数を超える人が


４年間に１度も受診していない状況にある。 


・若い世代の受診率を向上することは課題である。若い世代に働きかけを行い、特定健診受診


を定着化させることで、将来的な生活習慣病の発症や重症化を予防する。 


案件（2）別紙 







- 5 - 
 


【図表２】 平成２９年度年齢階級別・性別受診率 


 


 


 


 


 


 


 


 


出典：法定報告 


【図表３】年齢階級別・特定健診受診回数別の受診状況（平成２５～２９年度） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


出典：KDB システム 


 


 


 


 


 


戸田市合計 44.9％ 
市町村計 39.6％ 
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③ 月別特定健診受診者の状況 


 


 


 


 


 


【図表４】月別特定健診受診者の割合 


 


 


 


 


 


 


 


  
出典：法定報告 


       ※特定健診の他、人間ドックやその他健診受診者のデータ含む。 


 


④地区別特定健診受診率 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


・地区別にみると、笹目及び美女木地区の受診率が他の地区に比べて低くなっており、特定健康


診査実施医療機関の立地等が要因の一つと考えられる。 


・しかし、受診率は他の地区と同様に上がっている。 


・月別受診者の割合をみると、特定健診を開始してすぐに受診する人の割合は低い。 


・９月及び１０月の実施期間終了間際は６割を超える人が占めている。 


・終了間際の受診が多いことは、心理的に受診期間が終了してしまうことへの焦りから、かけこみ


受診が増えること、また受診勧奨通知が届いたことによる受診が増えること、夏の暑い時期の受


診を避け、季節的に外に出やすくなる時期に受診していることも考えられる。 


・実施期間の内、早い時期に受診することで、連合会の受診者データに反映される時期も早くなり、


受診勧奨対象者が絞りやすくなる。また、階層化による特定保健指導の対象者の把握や保健指導


の実施も、早期から取り組むことができる。 


※下戸田地区：喜沢、喜沢南、中町、下戸田、下前、川岸１・２ 


     上戸田地区：川岸３、本町、南町、戸田公園、上戸田、大字上戸田 


     新曽地区：新曽南、氷川町、大字新曽 


     笹目地区：笹目北町、笹目南町、早瀬、笹目、大字下笹目 


     美女木地区：美女木、美女木東、大字美女木 
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【図表５】地区別受診率 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


出典：法定報告 


（２）特定健診の取り組みの状況と効果 


【表６】特定健診の取り組みの状況 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度 H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度


時期及び形態


ポスター
掲示


受診勧奨
はがき


受診勧奨変更


通知（１回目）


はがき（２回目）


町会回覧
庁内での受診
促進イベント


健康フェス
ティバルでの


啓発活動


ふるさと祭り
での啓発活動


電話勧奨


診療情報
提供事業


特定健診再実施
（１～２月）


早期受診者への粗


品進呈（抽選）
健康に関する教室


等での受診勧奨・
啓発活動


予算上の
取り組み


健診項目に血
清クレアチニ
ン及び尿酸を


追加


自己負担金
（８００円）
の無料化（全
額公費負担）


電話勧奨を委
託料として予


算計上


診療情報
提供事業を


委託料として
予算計上


実施体制上の
取り組み


がん検診との
同時実施可能


日曜健診開始


個別健診６月～１０月


受診勧奨
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【表７】 平成２９年度受診者に対する勧奨方法及び効果          （人） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


※法定報告値を使用 


※電  話：勧奨できたもののみ集計し、架電対象とした本人以外の同世帯の家族も計上。 


※勧奨なし：電話勧奨できなかったもの（不出等）含むを計上。 


※複数回の勧奨を実施し、勧奨後に受診した場合は、受診前に実施した方で計上。 


 例）電話・１回目通知→電話後で１回目通知前の受診→電話後 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


・平成２９年度受診者（法定報告値）に対し、どのような勧奨を実施したか、また受診に結びつ


いたと思われる勧奨方法について検証した。勧奨方法が電話のみだった人の内、８割が電話に


よる勧奨の後に受診をしている。電話及び通知等の複数回の勧奨では、各々の勧奨後に受診す


る人の割合は分散しているが、複数回勧奨した後の受診者の割合は概ね高く、１回のみの勧奨


に比べ、複数回勧奨した方が受診に結びついている可能性が高いことがわかる。 


・どの勧奨方法においても、勧奨後の受診者の割合が高く、個人や世帯に対しての勧奨は意義が


あると言える。勧奨の対象者の選定や勧奨方法を検討し、精度をあげて勧奨し、更に受診に結


びつくような働きかけをする必要がある。 
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（３）今後の受診率向上に向けた取り組み 


 


取り組み名 対象者 内容 


電話勧奨（委託） 


特定健診対象者のいる世帯 


（初めて対象となる人、過去の受


診歴の有無、年齢、地区などを考


慮） 


世帯に対し架電し、特定健診の受診を勧める 


・過去に受診歴のない人には期間内の受診勧奨 


・過去に受診歴のある人には早期受診勧奨 


受診勧奨通知 


特定健診対象者の内、未受診の人 


（初めて対象となる人、過去の受


診歴の有無、年齢、地区などを考


慮） 


未受診者に封書やはがきで計２回受診を勧奨す


る 


早期受診促進 特定健診対象者 


啓発活動（受診券送付物、イベント、電話勧奨


等）により早期受診を促し、早期受診者に対し、


粗品を進呈 


受診促進キャン


ペーン 


特定健診対象者 


市民全般 


特定健診等の受診を促し、自身の健康や生活習


慣を振り返る機会として、健康に関するイベン


トを実施する 


（早期受診促進も兼ねる） 


啓発活動 
特定健診対象者 


市民全般 


広報・ホームページへの掲載、受診券送付者へ


のパンフレットへの掲載、ポスター・のぼり旗


の掲示、ふるさと祭り・健康に関する教室（減


塩セミナー・出前講座等）等において、特定健


診の受診を促し、生活習慣改善等への意識啓発


を行う 


特定保健指導についても啓発する 


 


 


 


 


 


 





		（完成）31年度国保事業計画

		別紙（事業計画のうち健診分析）






案件（４） 
 


 


 


 


 


 


 


平成３１年度 


 


戸田市国民健康保険特別会計当初予算(案)について 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


平成３１年２月１９日 







１．平成３１年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算(案)概要 …新設科目


　【歳　入】 　【歳　出】 …削除科目 （単位：千円）


比　　　較 伸び率（%） 比　　　較 伸び率（%）


項　　　　　　　　　　　目 当初予算額 款 項　　　　　　　　　　　目 当初予算額 款 項　　　　　　　　　　　目 当初予算額 款 項　　　　　　　　　　　目 当初予算額


1 国民健康保険税 2,668,118 1 国民健康保険税 2,848,752 -180,634 -6.34 1 総　務　費 85,013 1 総　務　費 87,367 -2,354 -2.69


一般被保険者 2,658,322 一般被保険者 2,820,042 -161,720 -5.73 総務管理費 54,022 総務管理費 53,165 857 1.61


       現年度分 2,435,523        現年度分 2,568,942 -133,419 -5.19 徴税費 29,756 徴税費 32,967 -3,211 -9.74


医療分 1,766,433 医療分 1,851,718 -85,285 -4.61 運営協議会費 1,235 運営協議会費 1,235 0 0.00


後期高齢者支援分 470,990 後期高齢者支援分 501,935 -30,945 -6.17 2 保険給付費 7,449,294 2 保険給付費 7,710,679 -261,385 -3.39


介護分 198,100 介護分 215,289 -17,189 -7.98 　療養諸費 6,505,333 　療養諸費 6,724,145 -218,812 -3.25


　　　滞納繰越分 222,799 　　　滞納繰越分 251,100 -28,301 -11.27 一般被保険者療養給付費 6,377,298 一般被保険者療養給付費 6,579,242 -201,944 -3.07


医療分 158,067 医療分 174,772 -16,705 -9.56 退職被保険者等療養給付費 30,488 退職被保険者等療養給付費 41,320 -10,832 -26.21


後期高齢者支援分 43,678 後期高齢者支援分 52,117 -8,439 -16.19 一般被保険者療養費 80,807 一般被保険者療養費 86,064 -5,257 -6.11


介護分 21,054 介護分 24,211 -3,157 -13.04 退職被保険者等療養費 395 退職被保険者等療養費 768 -373 -48.57


退職被保険者 9,796 退職被保険者 28,710 -18,914 -65.88 審査支払手数料 16,345 審査支払手数料 16,751 -406 -2.42


　　　現年度分 8,614 　　　現年度分 26,899 -18,285 -67.98 　高額療養費 840,843 　高額療養費 879,804 -38,961 -4.43


医療分 6,043 医療分 17,657 -11,614 -65.78 一般被保険者高額療養費 832,013 一般被保険者高額療養費 868,705 -36,692 -4.22


後期高齢者支援分 1,385 後期高齢者支援分 4,679 -3,294 -70.40 退職被保険者等高額療養費 6,730 退職被保険者等高額療養費 10,099 -3,369 -33.36


介護分 1,186 介護分 4,563 -3,377 -74.01 一般被保険者高額介護合算療養費 2,000 一般被保険者高額介護合算療養費 900 1,100 122.22


　　　滞納繰越分 1,182 　　　滞納繰越分 1,811 -629 -34.73 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 0 0.00


医療分 778 医療分 1,137 -359 -31.57 　移送費 200 　移送費 200 0 0.00


後期高齢者支援分 213 後期高齢者支援分 396 -183 -46.21 一般被保険者移送費 150 一般被保険者移送費 150 0 0.00


介護分 191 介護分 278 -87 -31.29 退職被保険者等移送費 50 退職被保険者等移送費 50 0 0.00


2 使用料及び手数料 34 2 使用料及び手数料 34 0 0.00 　出産育児諸費 94,968 　出産育児諸費 98,330 -3,362 -3.42


手数料 34 手数料 34 0 0.00 出産育児一時金 94,920 出産育児一時金 98,280 -3,360 -3.42


国庫支出金 0 3 国庫支出金 1 -1 -100.00 支払事務手数料 48 支払事務手数料 50 -2 -4.00


　国庫負担金 0 　国庫負担金 1 -1 -100.00 　葬祭諸費 7,950 　葬祭諸費 8,200 -250 -3.05


療養給付費等負担金(過年度) 0 療養給付費等負担金(過年度) 1 -1 -100.00 葬祭費 7,950 葬祭費 8,200 -250 -3.05


療養給付費交付金 0 4 療養給付費交付金 1 -1 -100.00 3 国民健康保険事業費納付金 3,836,979 3 国民健康保険事業費納付金 4,218,890 -381,911 -9.05


療養給付費交付金(過年度) 0 療養給付費交付金(過年度) 1 -1 -100.00 　医療給付費分 2,616,819 　医療給付費分 2,874,268 -257,449 -8.96


3 県支出金 7,493,650 5 県支出金 7,740,422 -246,772 -3.19 一般被保険者医療給付費分 2,614,081 一般被保険者医療給付費分 2,847,085 -233,004 -8.18


　県負担金・補助金 7,493,649 　県負担金・補助金 7,740,421 -246,772 -3.19 退職被保険者等医療給付費分 2,738 退職被保険者等医療給付費分 27,183 -24,445 -89.93


保険給付費等交付金 7,493,649 保険給付費等交付金 7,740,421 -246,772 -3.19 　後期高齢者支援金等分 874,709 　後期高齢者支援金等分 942,447 -67,738 -7.19


　財政安定化基金支出金 1 　財政安定化基金支出金 1 0 0.00 一般被保険者後期高齢者支援金等分 873,852 一般被保険者後期高齢者支援金等分 934,581 -60,729 -6.50


財政安定化基金交付金 1 財政安定化基金交付金 1 0 0.00 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 857 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 7,866 -7,009 -89.11


4 財産収入 57 6 財産収入 30 27 90.00 　介護納付金分 345,451 　介護納付金分 402,175 -56,724 -14.10


財産運用収入 57 財産運用収入 30 27 90.00 介護納付金分 345,451 介護納付金分 402,175 -56,724 -14.10


5 繰　入　金 1,281,414 7 繰　入　金 1,580,530 -299,116 -18.93 4 保健事業費 200,796 4 保健事業費 195,040 5,756 2.95


　一般会計繰入金 1,281,413 　一般会計繰入金 1,580,529 -299,116 -18.93 特定健康診査等事業費 113,476 特定健康診査等事業費 113,332 144 0.13


保険基盤安定繰入金 335,736 保険基盤安定繰入金 301,489 34,247 11.36 保健衛生普及費 87,320 保健衛生普及費 81,708 5,612 6.87


出産育児一時金繰入金 63,280 出産育児一時金繰入金 65,520 -2,240 -3.42 5 基金積立金 57 5 基金積立金 30 27 90.00


事務費繰入金 63,899 事務費繰入金 0 63,899 - 財政調整基金積立金 57 財政調整基金積立金 30 27 90.00


その他一般会計繰入金 818,498 その他一般会計繰入金 1,213,520 -395,022 -32.55 6 公　債　費 576 6 公　債　費 576 0 0.00


　財政調整基金繰入金 1 　財政調整基金繰入金 1 0 0.00 公債費 576 公債費 576 0 0.00


6 繰　越　金 100,000 8 繰　越　金 100,000 0 0.00 7 共同事業拠出金 3 7 共同事業拠出金 3 0 0.00


繰越金 100,000 繰越金 100,000 0 0.00 その他共同事業事務費拠出金 3 その他共同事業事務費拠出金 3 0 0.00


7 諸　収　入 53,536 9 諸　収　入 53,535 1 0.00


延滞金及び過料 41,200 延滞金及び過料 41,200 0 0.00


市預金利子 10 市預金利子 10 0 0.00 8 諸支出金 23,091 8 諸支出金 109,720 -86,629 -78.95


貸付金元利収入（出産資金貸付金） 672 貸付金元利収入（出産資金貸付金） 672 0 0.00 　償還金及び還付加算金 23,091 　償還金及び還付加算金 109,720 -86,629 -78.95


　雑　 　　入 11,654 　雑　 　　入 11,653 1 0.01 一般被保険者保険税還付金 22,589 一般被保険者保険税還付金 22,589 0 0.00


退職被保険者等保険税還付金 501 退職被保険者等保険税還付金 501 0 0.00


償還金 1 償還金 86,630 -86,629 -100.00


9 予　備　費 1,000 9 予　備　費 1,000 0 0.00


予備費 1,000 予備費 1,000 0 0.00


合　　　　　　　　　　   計 11,596,809 合　　　　　　　　　　   計 12,323,305 -726,496 -5.90 合　　　　　　　　　　   計 11,596,809 合　　　　　　　　　　   計 12,323,305 -726,496 -5.90
0


平成３１年度当初予算 平成３０年度当初予算 平成３１年度当初予算 平成３０年度当初予算
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(単位：千円)


調定見込額① 収納率② 収入見込額③ 調定見込額④ 収納率⑤ 収入見込額⑥
調定見込額


(①-④)
収納率
(②-⑤)


収入見込額
(③-⑥)


医療・一般分 2,042,120 86.5% 1,766,433 2,140,715 86.5% 1,851,718 -98,595 0.0% -85,285


医療・退職分 6,289 96.1% 6,043 18,374 96.1% 17,657 -12,085 0.0% -11,614


支援・一般分 550,222 85.6% 470,990 586,373 85.6% 501,935 -36,151 0.0% -30,945


支援・退職分 1,443 96.0% 1,385 4,874 96.0% 4,679 -3,431 0.0% -3,294


介護・一般分 235,834 84.0% 198,100 256,297 84.0% 215,289 -20,463 0.0% -17,189


介護・退職分 1,238 95.8% 1,186 4,764 95.8% 4,563 -3,526 0.0% -3,377


小  計 2,837,146 86.1% 2,444,137 3,011,397 86.2% 2,595,841 -174,251 -0.1% -151,704


医療・一般分 952,214 16.6% 158,067 1,099,201 14.0% 153,888 -146,987 2.6% 4,179


医療・退職分 4,448 17.5% 778 7,151 14.1% 1,008 -2,703 3.4% -230


支援・一般分 258,453 16.9% 43,678 308,388 15.5% 47,800 -49,935 1.4% -4,122


支援・退職分 1,072 19.9% 213 1,990 19.9% 396 -918 0.0% -183


介護・一般分 134,106 15.7% 21,054 162,493 13.2% 21,449 -28,387 2.5% -395


介護・退職分 1,162 16.5% 191 1,690 16.0% 270 -528 0.5% -79


小  計 1,351,455 16.6% 223,981 1,580,913 14.2% 224,811 -229,458 2.4% -830


4,188,601 63.7% 2,668,118 4,592,310 61.4% 2,820,652 -403,709 2.3% -152,534


滞
納
繰
越
分


合    計


２．平成３１年度 国民健康保険税 当初予算


区     分


平成３１年度当初予算額
a


平成３０年度当初予算額
b


比較増減
c(=a-b)


現
年
課
税
分
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３．年度別当初予算比較（歳入）
（単位　千円）


29年度


予算額 予算額 対前年度伸び率 予算額 対前年度伸び率


①国民健康保険税 2,678,337 2,848,752 6.36% 2,668,118 -6.34%


②国庫支出金 2,903,886 1 -100.00% 0 -100.00%


③療養給付費交付金 122,712 1 -100.00% 0 -100.00%


④前期高齢者交付金 1,675,818 0 -100.00% 0 -


⑤県支出金 824,966 7,740,422 838.27% 7,493,650 -3.19%


⑥共同事業交付金 3,856,524 0 -100.00% 0 -


⑦繰入金 2,385,611 1,580,530 -33.75% 1,281,414 -18.93%


⑧その他 253,106 153,599 -39.31% 153,627 0.02%


合計 14,700,960 12,323,305 -16.17% 11,596,809 -5.90%


※グラフ内の％は構成比


30年度 31年度
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③療養給付費交付金


④前期高齢者交付金


⑤県支出金


⑥共同事業交付金
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⑤64.6％
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⑤62.8％


⑤5.6％
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⑦11.1％⑦12.8％


⑦16.2％


⑧1.3％⑧1.3％⑧1.8％


11,596,809千円
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４．年度別当初予算比較（歳出）
（単位　千円）


29年度


予算額 予算額 対前年度伸び率 予算額 対前年度伸び率


①保険給付費 7,939,001 7,710,679 -2.88% 7,449,294 -3.39%


②国民健康保険事業費納付金 0 4,218,890 － 3,836,979 -9.05%


③後期高齢者支援金 1,691,930 0 -100.00% 0 --


④前期高齢者納付金 6,061 0 -100.00% 0 --


⑤介護納付金 732,288 0 -100.00% 0 --


⑥共同事業拠出金 4,001,035 3 -100.00% 3 0.00%


⑦保健事業費 206,600 195,040 -5.60% 200,796 2.95%


⑧その他 124,045 198,693 60.18% 109,737 -44.77%


合計 14,700,960 12,323,305 -16.17% 11,596,809 -5.90%


※グラフ内の％は構成比
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⑤介護納付金


⑥共同事業拠出金
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②34.2％
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⑦1.8％
⑧0.9％⑧1.6％


⑦1.6％
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11,596,809千円


②33.1％
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60,325 世帯 61,798 世帯 102.4 % 63,347 世帯 102.5 % 64,357 世帯 101.6 % 65,701 世帯 102.1 %


133,319 人 135,776 人 101.8 % 137,788 人 101.5 % 138,960 人 100.9 % 140,840 人 101.4 %


19,728 世帯 19,387 世帯 98.3 % 18,882 世帯 97.4 % 18,310 世帯 97.0 % 16,521 世帯 90.2 %


33,036 人 31,857 人 96.4 % 30,038 人 94.3 % 28,427 人 94.6 % 27,637 人 97.2 %


一般 32,265 人 31,351 人 97.2 % 29,766 人 94.9 % 28,302 人 95.1 % 27,615 人 97.6 %


退職 771 人 506 人 65.6 % 272 人 53.8 % 125 人 46.0 % 22 人 17.6 %


世帯 世帯 世帯


被保険者 被保険者 被保険者


５．戸田市国民健康保険加入状況の推移


平成29年度 平成31年度


(年度当初実績) 前年度比前年度比 （年度当初見込）(年度当初実績)


市世帯数
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被保険者


　　　　　　年　度


　　区　分
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28.5%


平成30年度


(年度当初実績) 前年度比


平成28年度
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険
　
 


者


内
　
　
訳
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21.8%
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資料　案件（５）赤字削減・解消計画について


戸田市国民健康保険赤字解消計画書（案）


広域化前 年度
赤字残高
(千円)


赤字の原因・増大要素 赤字解消のための取り組み内容


Ａ
計画対象
赤字額


平成28年度 1,563,404
・賦課限度額を法定限度額を目指し引き上げ
・収納率の向上


Ｂ 平成29年度 1,328,709


広域化後 年度
法定外繰入の
削減予定額
(千円)


赤字削減後の
赤字残高
(千円)


赤字の原因・増大要素 赤字解消のための取り組み内容


Ｃ 第1年次 平成30年度 243,709 1,085,000
・税率改正
・収納率の向上
・予算や事業の精査等


Ｄ 第2年次 平成31年度 265,000 820,000
・賦課限度額を平成30年度法定限度額に引き上げ
・収納率の向上
・予算や事業の精査等


Ｅ 第3年次 平成32年度 27,050 792,950


Ｆ 第4年次 平成33年度 27,050 765,900


Ｇ 第5年次 平成34年度 27,050 738,850


Ｈ 第6年次 平成35年度 27,050 711,800


Ｉ 合計 解消赤字額 616,909


※合計の赤字解消額については、平成30年度分の赤字解消額を、平成29年度赤字残高からの解消分として修正したため合計額が851,877円から616,909円に修正。


―1―


①国・県交付金等について、若年層が多く、所得の高い戸田市には
不利な算定のため歳入が低かった。
②平成23年度から平成29年度まで税率の見直しをしていなかった。
③戸田市の一人当たり医療費の増大。


①戸田市国保は一人当たりの所得が高く、年齢調整した医療費も
高いため、納付金及び標準保険税額において、県より重い負担を求
められている。
②保険税率が標準税率に達していない。
③被保険者数に応じた県の目標収納率に達していない。
④被保険者数の減少傾向による税収入の減。


①戸田市国保被保険者数が減少傾向による税収入の落ち込み。
②県内市町村の一人当たりの医療費が伸び、納付金額及び標準保
険税額が若干上昇。


　


（赤字解消の具体策として考えられるもの）


①国民健康保険税の収納率の向上（口座振替の推奨含む）
②医療費の適正化
③保健事業の推進により保険者努力支援制度の補助金を確保
④特定健診受診率向上により将来的な医療費抑制に繋げる。
⑤税率改正（賦課限度額の法定限度額への引き上げを含む）


　国民健康保険を取り巻く状況は刻一刻と変化しており、今後の見
込み・対策内容や赤字解消計画目標数値については大きく変わる
可能性がある。
　毎年度見直しを行う中で、現状と乖離している場合にはその都度
修正を行う。


①戸田市の国保から後期高齢者への移行が増大し、大幅に被保険
者数が減少するとともに、税収入も大幅に減収。
②被保険者数の減少に対し、高齢化及び医療の高度化で医療費総
額自体が増加し、所得が高い戸田市への負担が重くなる（＝納付金
の増大）。


35年度での


赤字額







